農用地区域の変更（除外）について
１．農用地区域の基本的な考え方
　農用地区域は、長期的観点から農業の振興を図るための総合的基本計画として定められた農業振興地域整備計画において、法令の基準により農用地等として利用すべき土地として指定された区域です。
　したがって、優良農用地の確保拡大の基本姿勢を堅持しなければならないことから、やむを得ず農用地区域から除外を行い場合には、農振制度の趣旨に反することのないよう、農振法の規定により茨城県の同意を要する協議が必要となります。
２．除外の要件
農用地区域からの除外は、稲敷農業振興地域整備計画の趣旨に反せず、緊急性かつ必要性・確実性のあるものとし、農振法の除外要件である次の６つの要件をすべて満たしたうえで、さらに事業を行うにあたり必要とされる他法令の許可見込みがある場合に限られます。
１．農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。

・農用地以外の土地とすることが必要かつ適当な土地か？

・農用地区域以外の土地において代替する土地がないか？
２．農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。

３．農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

・周辺農用地の営農環境への支障が軽微か？

・農地の集団性を損なうものではないか？

・土地利用上の混在が生じないか？

４．担い手（効率的かつ安定的な農業経営を営む者）への農用地の利用集積に支障を及
ぼすおそれがないこと。

・担い手の経営する一団の農用地の集団化が損なわれないか？

　・当該地が除外されることにより、認定を受けた農業経営改善計画を達成できなく
なる等、担い手が目指す安定的な農業経営に支障が生じないか？

５．土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

・農業用排水施設の分断や排水の阻害などのおそれがないか？

６．農業生産基盤整備事業完了後８年を経過していること。

・土地改良事業の実施中または実施完了後８年未満ではないか？

他法令との調整
◎他法令の許可見込みについては、必ず事前に関係機関等へ相談して下さい。
主な関係法令、調整事項の相談先
・農地転用（農地法）　　　　　　　　　稲敷市農業委員会
・開発関係（都市計画法、建築基準法）　稲敷市産業振興課、県南県民センター建築指導課
・土地改良事業受益地　　　　　　　　　管轄する土地改良区
・埋立て、廃掃法、水質汚濁法など　　　稲敷市環境課、廃棄物対策室
・埋蔵文化財など　　　　　　　　　　　稲敷市教育政策課

・その他関係する法令　　　　　　　　　関係する機関
※土地改良事業完了後の経過として、【事業の種類、工事完了公告年月日、告示番号、工事完了公告の工事完了年月日】を明記
３．除外申出の注意事項
　
１　県や関係機関等との協議の過程で、法令の要件等により除外不適切当とされる案件が数多くありますので、土地の選定や事業計画等については、事前に十分検討のうえ申し出ください。
　２　委任状により、書類等の提出を代理人委任された場合でも、必要な際には土地所有者等に直接問い合わせをすることがあります。
　３　現地調査のために市及び県の職員が申出地に立ち入り、写真撮影等を行う事がありますので、あらかじめご了承下さい。
　４　除外申出書類の提出後に、必要に応じて追加書類等を提出いただく場合がありますので、その際には早急に提出してください。
　５　除外申出書の締切日は５月中旬及び１１月中旬となっております。
　　　申出書及び添付書類をすべて揃えて農政課へ１部提出してください。
　　　※事業面積が２haを超えるものは、農地転用について県・国と事前調整が必要となりますので、通常の手続とは異なります。
　６　除外完了後、農地転用許可申請が必要（見込みが出た時点で申請可）、途中で事業

　　　着工しないようにしてください。
　７　県との協議に、【申請者の職業、年齢、生活状況、家族構成、土地所有者の職業】
の情報が必要なため、申請書の備考欄などに記載してください。
４．除外までの流れ（農地面積２ha未満の場合）
	NO.
	内容
	時期

	①
	除外の申出
	事業者→市
	５月中旬
〆切
	１１月中旬〆切

	②
	現地調査・検討・調整
	市
	６月
	１２月

	③
	稲敷市農業振興地域整備促進協議会
	市
	
	

	④
	事前協議書の提出
	市→県
	
	

	⑤
	現地調査・検討・調整
	県
	７月
	１月

	⑥
	茨城県農振協議会
	県
	
	

	⑦
	事前協議の回答
　県からの回答内容
　・「同意見込み」→除外見込みあり⑧へ進む
　・「要調整」→関係法令調整不十分。調整後④へ進む
　・「不同意」→要件等に適合しないため除外不可
	県→市
市→事業者
（通知）
	８月頃
	２月頃

	以降は県回答が「同意」の場合の手続　※この時点で農地転用の手続が行えます

	⑧
	【除外申請地が地域計画対象の場合】
地域計画からの除外手続（約１か月）
	市
	８月頃～
１１月頃
	２月頃～
５月頃

	⑨
	農振法第１１条の規定による公告（４５日間）
	市
	
	

	⑩
	法定協議書の提出
	市→県
	
	

	⑪
	法定協議の回答
	県→市
	１１月頃
	５月頃

	⑫
	農振法第１２条の規定による公告
	市
	
	

	⑬
	除外通知（除外完了）
	市→事業者
	
	


※この事務処理に要する時間はあくまでも目安です。
事業内容によっては協議機関が長引くこともあります。
また、上記⑦で要調整の際や上記⑨で異議申出が行われた場合も同様です。
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